
 

1 
 

資料 4

令和２年６月２４日  

総務部被災者支援担当 

 

被災者支援の状況について 

 

 

１ 江東区内の被災者受け入れ状況 

  区内の避難者は、令和２年３月末現在２２２世帯４４６人である。 

  （別表参照） 

 

２ 被災者への主な支援状況 

 通年の主な支援 

（江東区社会福祉協議会） 

 ・「東雲サロン」（避難者同士の交流の場、月１回・火曜日実施） 

 ・「戸 別 訪 問」（安否確認や相談、週１回・木曜日実施） 

     （江東区保健所） 

 ・「健康相談」（精神科医・保健師による個別相談、月１回） 

 ・「定期訪問」（健康相談等により継続支援が必要と認められる方のほか、深川 

        南部保健相談所においては、全戸訪問を目標に月１回訪問） 

 

  ３・４・５月は、新型コロナウイルス感染症対策により実施せず。６月より再開

した。この間、「戸別訪問」「定期訪問」に代わり、必要により電話相談は実施した。

被災者の孤立化防止に有効な支援であり、今後も継続して実施していく。 

   

３ 今後の対応について 

 発災から９年３か月を経て、被災地での復興は着実に進展している。福島県の応

急仮設住宅の供与期間は、大熊町及び双葉町については１年の延長となり、富岡町、

浪江町及び飯舘村については、令和２年３月末に供与期間終了となった。避難者を

取り巻く環境は、変化はしており、本区には、今なお避難生活を余儀なくされてい

る多くの方々がいる。 

本区としても避難者それぞれの置かれた状況に寄り添いながら、被災各県、東京

都、社会福祉協議会と連携し、できる限りの支援を継続していくものとする。 
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栃木県 1 2 1 2
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千葉県 1 1 1 1

158 308 1 3 1 1 3 6 1 1 1 4 1 1 9 28 47 94 222 446

※印は「全国避難者情報システム」登録者数による。　　　★南砂六丁目アパートからは平成２５年１０月１８日付で全世帯退去
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